
追加が必要な基本設計方針／
要求事項への適合性及び基本設
計方針の成⽴性をADRB本文／
添付書類に追加

説明資料は、以下の３つで構成

有毒ガス防護に係る事業変更許可申請書作成に係る設計
の流れについて

2021/12/23審査会合資料

全体まとめ資料

各条文整理資料（補⾜説明資料）

各条文整理資料（整理表）

事業指定基準規則
技術的能⼒審査基準

（有毒ガス防護に係る追加要求事項）

ADRB（既許可）
（基本設計方針において環境条件として有毒

ガスを考慮）

※審査会合で説明した技術的事項及び過
去のコメントを踏まえた考慮すべき事項は
以下のとおり。
【技術的事項】
・設計対象の設定
・発生源の網羅的な調査
・評価条件の設定
・防護対策の妥当性／事故対処の成⽴性

【考慮すべき事項】
・既許可内容との整合確認
・実用発電炉及びガイドとの整合確認
・過去の具体的コメントの反映
・申請にあたって担保すべき事項の明確化
・資料間の整合性
・説明の論理性

既許可の基本設計方針に変更があるかを確認するにあたって、以下のとおり、
有毒ガス防護に係る検討を改めて実施
①安全設計を⾏うべき設計対象の設定
②有毒ガスの発生源の網羅的な調査
③有毒ガス影響評価
③-1設計対象へ影響を与える有毒ガスの抽出
③-2有毒ガス防護対策の策定（評価条件の設定／濃度評価）
③-3有毒ガス防護対策の妥当性・事故対処の成⽴性確認

④上記の検討結果を踏まえた有毒ガス防護の基本設計方針と既許可の基
本設計方針との比較

検討の進め方は審
査会合での説明内
容や過去のコメント※
を基に決定

対象物質／対
象施設の調査

ガイドを参考に濃度
評価を実施

既許可との整
合性の確認

検討結果に基づき、追加要求事項に対する事
業変更許可申請にあたって、説明資料を作成

事業変更許可申請書

検討結果を踏まえた有毒ガス防護の基本設計方針
と既許可の基本設計方針を比較し、整理した資料

検討結果に対し、条文ごとに要求事項への適合性
及び基本設計方針の成⽴性を示すための資料

有毒ガス防護の全体像が分かるよう、
検討結果を取りまとめた資料

事業変更許可申請へ反映

相互に
展開

実用発電炉の基本設計方針

実用発電炉／ガイドとの比較

1

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド

説明資料に対する幹
部レビュー。必要に応
じて前段の検討へフィ
ードバック。

検討の方法、検討結果に対す
る常務執⾏役員レビュー。

事業変更許可申請書の
提出にあたり、安全委員
会にて設計プロセスの妥
当性を審議

（B）、（C）、（D）、（E） （A）

（B）、（C）、（D）（F）

（E）

○有毒ガス防護に係る追加要求事項に対し、既許可の基本設計方針に変更があるかを以下の設計プロセスにより確認し、要求事項への適合性及び基本設計
方針の成⽴性を説明するための整理資料及び事業変更許可申請書を作成している。
○各資料の作成にあたっての有毒ガス防護に係る安全審査体制と各職位の役割について次頁で説明する。



有毒ガス防護に係る安全審査体制と各職位の役割

再処理事業部⻑の役割
• 事業変更許可申請図書の提出の権限を有する統括・全体調整

再処理副事業部⻑

全体事務局

設計（解析業務を含む）

技術部 技術課

対象物質・評価対象施設の所管部署
（その他本部、事業部含む）

技術課の役割
• 有毒ガス防護に係る事業変更許可に係る設計について、責任と権限を持つ
• 有毒ガス防護に係る検討
• 有毒ガス防護に係る申請書・補正書作成及び審査対応
• 既許可の体系から条文毎のつながりを整理

各条文担当の役割
• 既許可の基本設計⽅針に関する技術課への情報提供及び議論
• 申請書に改めて担保すべき事項を整理
• 有毒ガス防護に係る申請書・補正書作成及び審査対応

対象物質・評価対象施設の所管部署の役割
• 対象物質・評価対象施設に関する技術課への情報提供

全体事務局の役割（再処理計画部 計画グループ）
• 申請書・補正書のとりまとめ、申請書化に係る各作業、社内手続き
• マスキング作業調整

条文担当

再処理事業部⻑ 常務執⾏役員

再処理副事業部⻑の役割
• 有毒ガス防護に係る事業変更許可に係る設計について最終的な責任を持つ
• 再処理事業部⻑の統括の下で、有毒ガス防護に係る事業変更許可に係る設計の技
術総括及び全体調整の指揮

常務執⾏役員の役割
• 有毒ガス防護に係る事業変更許可対応に係る再処理副事業部⻑を指導し、事業
変更許可申請、審査に係る総括的な対応を⾏う
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（A）
（B）

（C）

（D）

（E） （F）

有毒ガス防護に係る事業変更許可申請書の作成にあたっては、再処理事業部⻑の責任の下に、再処理副事業部⻑、技術課、各条文担当、対象物質・評価
対象施設の所管部署それぞれの役割のもとで設計を実施する。


